
第４３回高知県高等学校写真展（第 4６回高知県高等学校総合文化祭写真部門）実施要項 

１．主 催 

２．後 援 

高知県高等学校文化連盟・高知県教育委員会 

高知市教育委員会・高知県高等学校ＰＴＡ連合会・高知県文化協会・高知新聞社・ 

朝日新聞社高知総局・読売新聞高知支局・毎日新聞高知支局・産経新聞 

ＮＨＫ高知放送局・ＲＫＣ高知放送・ＫＵＴＶテレビ高知・ＫＳＳさんさんテレビ・ 

ＫＣＢ高知ケーブルテレビ・エフエム高知 

３．日 時  令和５年 11月 14日（火）～令和５年 11月 19日（日）（搬入 11月 13日） 

４．会 場  高知市文化プラザかるぽーと７階市民ギャラリー第４展示室 

(〒781-0832 高知市九反田 2-5） 

５．審査員  写真家 中島健藏 氏 

６．参加資格 高知県の高等学校（または高等専門学校）に在籍する生徒 

（各校で作成する「高等学校写真展出品目録」に記載されていること） 

※ 翌年度の全国総合文化祭への県代表に選ばれる資格があるのは１，２年生のみ。

７．規 格 

(ア) 単写真または組写真とします。

(イ) 単写真のサイズは六切～全紙とします。

(ウ) 組写真の枚数及び構成、それぞれの写真サイズは自由とします。

ただし、１枚の全紙サイズのパネルに納めてください。共同制作は不可とします。

(エ) 単写真・組写真ともパネルの仕上がりサイズは、最大 550mm×660mmとします。

(オ) 作品は額装、パネル、ボードまたはそれに代わる台紙に張り、作品のみの展示になら

ないようにすること。

また、ガラス張りの額の使用は写真サイズがＷ四切、四切以下のものとします。

(カ) 作品には、題名、学校名、氏名、学年を記入した「出品票」を添付する。また、裏面に

作品の著作権や全国大会への出品の意思を確認した「出品申込書」を貼ること。

(キ) デジタル写真の場合、過度な加工は不可とします。

(ク) 出品は１人何作品でも可とします。ただし、1人の受賞は 1作品のみとします。

(ケ) 撮影は出品者本人であること、制作の過程も出品者が行うことを原則とします。

(コ) 既に公表された作品および他のコンテストで入選した作品は、出品を認めません。

ただし、校内の文化祭などへの出品はこの限りではありません。

(サ) 規格外の作品は、審査対象から外しますが、教育的配慮から展示は認めます。



８．表 彰 

審査員の審査にもとづいて顧問会で協議し、以下の賞を決定する（受賞は１人１作品とする） 

① 最優秀賞（3点以内） 

② 優秀賞（5点程度） 

③ 奨励賞（15点程度） 

※ 翌年度の全国総合文化祭へ出品する高知県代表作品は、上記受賞作品のなかから５点、

１、２年生の作品を選出する。 

 

９．審査の観点 

(ア) 作品のねらい 

(イ) 表現力 

(ウ) 作品から伝えられるもの 

(エ) 基本を大切にした作品（撮影・プリント・パネル製作の技術面） 

(オ) 高校生の部活動としての写真作品 

※ 作品を撮影してから完成までのトータル面から見る。 

※ 銀塩・デジタルに関係なく良い作品は良いという観点で見る。 

（全国高等学校文化連盟写真専門部の審査の観点に準ずる） 

 

10. 日程詳細 

(ア) １１月１３日（月）作品搬入 

１０時～    搬入、展示開始 

１２時３０分  展示完了（※時間内に完了しない場合、規格外として扱います） 

１３時００分～ 審査 （審査員は写真家 中島健藏氏） 

１４時３０分～ 顧問会議（審査結果の確定） 

(イ) １１月１４日（火）～１９日（日）写真展     

９時～１７時（最終日は１５時）まで 

(ウ) １１月１９日（日）閉会式、作品搬出 

１２時３０分～  講評会（詳細は未定） 

１４時３０分～  表彰式 

１４時４５分～  事務連絡 

１５時～     搬出 

 

11. 分担金 

１校あたり２,０００円とする。搬入日に、会場で会計担当に納入すること。 

 

 


